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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの頭部に装着される眼鏡型無線通信機であって、
　左右の接眼部、前記ユーザの耳に掛着されるテンプル、無線通信を行うためのアンテナ
、及び、前記接眼部と前記テンプルとを折り畳むための蝶番を備えており、
　前記接眼部の外周に沿った外周領域および前記テンプルには共に前記アンテナが配置さ
れているか、または、前記接眼部の外周に沿った外周領域および前記テンプルの一方には
アンテナが配置されており他方には導電体が配置されており、
　前記テンプルが、前記接眼部と前記テンプルとが折り畳まれた状態において、前記外周
領域に配置された前記アンテナまたは前記導電体から離れる方向に湾曲する形状を有して
おり、
　前記外周領域には、前記アンテナまたは前記導電体が配置されていない領域があり、
　前記テンプルは、前記接眼部と前記テンプルとが折り畳まれた状態において、前記外周
領域における前記アンテナまたは前記導電体が配置されている領域から、前記アンテナま
たは前記導電体が配置されていない領域に向かう方向に湾曲する形状を有していることを
特徴とする眼鏡型無線通信機。
【請求項２】
　ユーザの頭部に装着される眼鏡型無線通信機であって、
　左右の接眼部、前記ユーザの耳に掛着されるテンプル、無線通信を行うためのアンテナ
、及び、前記接眼部と前記テンプルとを折り畳むための蝶番を備えており、
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　前記接眼部の外周に沿った外周領域および前記テンプルには共に前記アンテナが配置さ
れているか、または、前記接眼部の外周に沿った外周領域および前記テンプルの一方には
アンテナが配置されており他方には導電体が配置されており、
　前記テンプルが、前記接眼部と前記テンプルとが折り畳まれた状態において、前記外周
領域に配置された前記アンテナまたは前記導電体から離れる方向に湾曲する形状を有して
おり、
　前記接眼部と前記テンプルとが折り畳まれた状態において、前記蝶番と、前記外周領域
に配置された前記アンテナまたは前記導電体との間の距離の方が、前記テンプルの前記蝶
番とは反対側の端部と、前記外周領域における前記アンテナまたは前記導電体との間の距
離よりも短いことを特徴とする眼鏡型無線通信機。
【請求項３】
　前記テンプルと、前記外周領域に配置された前記アンテナまたは前記導電体の各点との
間の平均距離の方が、前記蝶番と、前記外周領域に配置された前記アンテナまたは前記導
電体との間の距離よりも長いことを特徴とする請求項１または２に記載の眼鏡型無線通信
機。
【請求項４】
　前記テンプルは、前記接眼部と前記テンプルとが折り畳まれた状態において、前記接眼
部から前記ユーザに向かう方向に湾曲する形状を有していることを特徴とする請求項１か
ら３の何れか一項に記載の眼鏡型無線通信機。
【請求項５】
　前記接眼部と前記テンプルとが折り畳まれた状態において、前記蝶番と、前記外周領域
に配置された前記アンテナまたは前記導電体との間の距離が、前記テンプルの前記蝶番と
は反対側の端部と、前記外周領域における前記アンテナまたは前記導電体との間の距離と
同じか、長いことを特徴とする請求項１に記載の眼鏡型無線通信機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼鏡型無線通信機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、３Ｄテレビを視聴するための３Ｄ眼鏡、３Ｄゲームを楽しむための３Ｄ眼鏡及び
眼鏡型のヘッドマウントディスプレイ等、眼鏡の体裁を有する電子機器が開発されている
。これらの電子機器は、アンテナを備え、無線通信を行う場合がある。
【０００３】
　従来、アンテナを備えた眼鏡型の無線通信機としては、例えば、特許文献１に記載のよ
うな、眼鏡のフレームにアンテナを配置したものが知られている。例えば、特許文献１に
は、フレームにアンテナを配置した可変焦点眼鏡が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２１４５４５号公報（２００２年７月３１日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来技術に係る眼鏡型の無線通信機では、当該無線通信機を閉じた（折
り畳んだ）際、アンテナ特性が劣化する場合がある。
【０００６】
　図９は、従来技術に係る無線通信機におけるアンテナの配置の一例を示す図であり、（
ａ）は無線通信機を開いた（第１のアンテナ９１と第２のアンテナ９２とを離した）状態
（開時）における斜視図であり、（ｂ）は（ａ）の無線通信機の上面図である。また、図
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９（ｃ）は無線通信機を折り畳んだ（第１のアンテナ９１と第２のアンテナ９２とを近接
させた）状態（折り畳み時）における斜視図であり、（ｄ）は（ｃ）の無線通信機の上面
図である。
【０００７】
　図９（ａ）および（ｂ）に示す無線通信機において、第１のアンテナ９１と第２のアン
テナ９２とは給電線路９３によって接続されている。この無線通信機を、図９（ｃ）およ
び（ｄ）に示すように、給電線路９３を中心に第１のアンテナ９１と第２のアンテナ９２
とが近接するように折り畳み、無線通信を行うと、当該無線通信機の第１のアンテナ９１
と第２のアンテナ９２とが容量結合する。
【０００８】
　折り畳み時に第１のアンテナ９１と第２のアンテナ９２とが容量結合することにより、
第１のアンテナ９１および第２のアンテナ９１のアンテナ特性が開時より低い周波数帯域
または高い周波数帯域にずれてしまう（シフトする）ことがある。これにより、折り畳み
時では、当該アンテナの使用周波数帯域において良好な特性を得ることができなくなり、
アンテナ特性の劣化を引き起こすという問題がある。
【０００９】
　この問題について、図１０を参照して更に説明する。図１０は、従来技術に係る眼鏡型
の無線通信機におけるアンテナの配置の一例を示す。図１０（ａ）は、眼鏡型無線通信機
を開いた（テンプル１４とリム１２とを離した）状態（開時）における眼鏡型無線通信機
の側面図であり、（ｂ）はその状態における眼鏡型無線通信機の上面図である。また、図
１０（ｃ）は、眼鏡型無線通信機を折り畳んだ（テンプル１４とリム１２とを近接させた
）状態（折り畳み時）における眼鏡型無線通信機の側面図であり、（ｄ）はその状態にお
ける眼鏡型無線通信機の上面図である。なお、図１０（ｂ）および図１０（ｄ）において
、リム１２は説明の便宜上、省略する。図１０（ｂ）および（ｄ）に示すように、図９の
無線通信機と同様に、眼鏡型無線通信機は、第１のアンテナ９４と第２のアンテナ９５と
を備えている。第１のアンテナ９４は、右側のリム１２に配置され、第２のアンテナ９５
は右側のテンプル１４に配置されている。また、第１のアンテナ９４と第２のアンテナ９
５とは智１６や蝶番１７を介して、電気的に接続している。なお、智１６や蝶番１７は、
第１のアンテナ９４と第２のアンテナ９５とを電気的に接続していなくてもよい。また、
第１のアンテナ９４と第２のアンテナ９５とは、少なくとも一方を備えていればよい。こ
のとき、第１のアンテナ９４または第２のアンテナ９５が配置されていない側は、金属等
の導電体で形成されることが好ましい。
【００１０】
　図１０（ｃ）および（ｄ）に示すように、眼鏡型無線通信機を折り畳んだ状態で無線通
信を行うと、図９の無線通信機と同様に、第１のアンテナ９４と第２のアンテナ９５とが
干渉し合い、容量結合する。よって、第１のアンテナ９４および第２のアンテナ９５のア
ンテナ特性が開時より低い周波数帯域または高い周波数帯域にずれてしまい、当該アンテ
ナの使用周波数帯域において良好な特性を得ることができなくなる。
【００１１】
　このアンテナ特性の劣化について、更に、図１０（ｄ）を用いて説明する。図１０（ｄ
）のように、第１のアンテナ９４と第２のアンテナ９５とが直線で平行である場合におけ
る容量結合量は、容量係数Ｃと電圧との積に比例する。ただし、第１のアンテナ９４と第
２のアンテナ９５との間の電界は、一様であるとする。容量係数Ｃは、折り畳み時の第１
のアンテナ９４と第２のアンテナ９５との重畳部分の長さ（Ｘ軸方向の重畳量）をＬ、第
１のアンテナ９４と、第２のアンテナ９５との重畳部分の幅（Ｚ軸方向の重畳量）をＡ、
テンプル１４とリム１２との距離をＤ、真空における誘電率をε０としたとき、次式で表
すことができる。
【００１２】
　Ｃ＝ε０×Ｌ×Ａ／Ｄ・・・（１）
　なお、式（１）において、テンプル１４とリム１２との距離Ｄは、智１６の厚み（Ｙ軸
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方向の長さ）Ｔと同じになるため、Ｄ＝Ｔが成り立つ。また、折り畳み時のモダン１５と
リム１２との距離Ｗは、智１６の厚みにより決定するため、Ｗ＝Ｔが成り立つ。
【００１３】
　ここで、電圧は定数であるため、式（１）で示した容量係数Ｃの変化に従って、第１の
アンテナ９４と第２のアンテナ９５との容量結合量は変化する。よって、容量係数Ｃが増
加すると第１のアンテナ９４および第２のアンテナ９５の容量結合量は増加する。容量結
合量が増加すると、第１のアンテナ９４および第２のアンテナ９５のアンテナ特性が開時
より低い周波数帯域または高い周波数帯域にシフトする。これにより、当該アンテナの使
用周波数帯域において良好な特性を得ることができなくなる。
【００１４】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、その主たる目的は、折り畳み時にお
いて、アンテナ特性がよい眼鏡型無線通信機を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記課題を解決するために、本発明に係る眼鏡型無線通信機は、ユーザの頭部に装着さ
れる眼鏡型無線通信機であって、左右の接眼部、前記ユーザの耳に掛着されるテンプル、
無線通信を行うためのアンテナ、および前記接眼部と前記テンプルとを折り畳むための蝶
番を備えており、前記接眼部の外周に沿った外周領域および前記テンプルには共に前記ア
ンテナが配置されているか、または、前記接眼部の外周に沿った外周領域および前記テン
プルの一方にはアンテナが配置されており他方には導電体が配置されており、前記テンプ
ルが、前記接眼部と前記テンプルとが折り畳まれた状態において、前記外周領域に配置さ
れた前記アンテナまたは前記導電体から離れる方向に湾曲する形状を有していることを特
徴としている。
【００１６】
　前記眼鏡型無線通信機は、アンテナを備え、前記接眼部の外周に沿った外周領域および
テンプルに当該アンテナまたは導電体が配置されているため、接眼部とテンプルとが折り
畳まれた状態で、無線通信を行うと、当該接眼部の外周に沿った外周領域のアンテナまた
は前記導電体とテンプルとが干渉しあい、容量結合する。
【００１７】
　しかし、上記構成によれば、テンプルは、外周領域から離れるように湾曲する形状に形
成されているため、湾曲していない場合と比べ、テンプルと外周領域との距離を長くする
ことができる。そのため、容量結合量を小さくすることができ、接眼部とテンプルとを離
した状態（折り畳まれていない状態）より低い周波数または高い周波数へのアンテナ特性
のシフト量を小さくすることができる。したがって、接眼部とテンプルとが折り畳まれた
状態において、当該眼鏡型無線通信機のアンテナの使用周波数帯におけるアンテナ特性の
劣化を防ぐことができる。
【００１８】
　また、本発明に係る眼鏡型無線通信機は、前記テンプルと、前記外周領域に配置された
前記アンテナまたは前記導電体の各点との間の平均距離の方が、前記蝶番と、前記外周領
域に配置された前記アンテナまたは前記導電体との間の距離よりも長いことが好ましい。
【００１９】
　上記構成によれば、前記テンプルと外周領域に配置された前記アンテナまたは前記導電
体の各点との間の平均距離が、前記蝶番と前記外周領域に配置された前記アンテナまたは
前記導電体との間の距離と同じ距離になるように前記テンプルが配置されている場合に比
べ、前記テンプルと前記外周領域に配置されたアンテナまたは前記導電体との容量結合量
を、小さくすることができる。よって、接眼部とテンプルとが折り畳まれた状態において
、当該眼鏡型無線通信機のアンテナの使用周波数帯におけるアンテナ特性の劣化をより好
適に防ぐことができる。
【００２０】
　また、本発明に係る眼鏡型無線通信機における前記テンプルは、前記接眼部と前記テン
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プルとが折り畳まれた状態において、前記接眼部から前記ユーザに向かう方向に湾曲する
形状を有していることが好ましい。
【００２１】
　上記構成によれば、前記接眼部と前記テンプルとが折り畳まれた状態において、前記テ
ンプルと前記接眼部の外周に沿った外周領域に配置されたアンテナまたは前記導電体との
距離を長くすることができる。よって、接眼部とテンプルとが折り畳まれた状態において
、前記テンプルと前記外周領域に配置されたアンテナまたは前記導電体との容量結合量を
小さくすることができ、当該眼鏡型無線通信機のアンテナの使用周波数帯におけるアンテ
ナ特性の劣化をより好適に防ぐことができる。
【００２２】
　また、本発明に係る眼鏡型無線通信機における前記外周領域には、前記アンテナまたは
前記導電体が配置されていない領域があり、前記テンプルは、前記接眼部と前記テンプル
とが折り畳まれた状態において、前記外周領域における前記アンテナまたは前記導電体が
配置されている領域から、前記アンテナまたは前記導電体が配置されていない領域に向か
う方向に湾曲する形状を有していてもよい。
【００２３】
　このように、前記テンプルは、前記接眼部と前記テンプルとが折り畳まれた状態におい
て、記外周領域における前記アンテナまたは前記導電体が配置されている領域から、離れ
る方向に形成されることにより、当該眼鏡型無線通信機のアンテナの使用周波数帯におけ
るアンテナ特性の劣化を好適に防ぐことができる。
【００２４】
　また、本発明に係る眼鏡型無線通信機は、前記接眼部と前記テンプルとが折り畳まれた
状態において、前記蝶番と、前記外周領域に配置された前記アンテナまたは前記導電体と
の間の距離の方が、前記テンプルの前記蝶番とは反対側の端部と、前記外周領域における
前記アンテナまたは前記導電体との間の距離よりも短くてもよいし、同じか長くてもよい
。
【００２５】
　このように、前記テンプルの前記蝶番とは反対側の端部がどのような位置に形成されて
いても、外周領域に配置された前記アンテナまたは前記導電体から離れる方向に湾曲する
形状を有するように前記テンプルを形成することにより、より好適にアンテナ特性の劣化
を防ぐことができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明に係る眼鏡型無線通信機は、ユーザの頭部に装着される眼鏡型無線通信機であっ
て、左右の接眼部、前記ユーザの耳に掛着されるテンプル、無線通信を行うためのアンテ
ナ、および、前記接眼部と前記テンプルとを折り畳むための蝶番を備えており、前記接眼
部の外周に沿った外周領域および前記テンプルには共に前記アンテナが配置されているか
、または、前記接眼部の外周に沿った外周領域および前記テンプルの一方にはアンテナが
配置されており他方には導電体が配置されており、前記テンプルが、前記接眼部と前記テ
ンプルとが折り畳まれた状態において、前記外周領域に配置された前記アンテナまたは前
記導電体から離れる方向に湾曲する形状を有していることを特徴としている。
【００２７】
　したがって、接眼部とテンプルとが折り畳まれた状態において、当該眼鏡型無線通信機
のアンテナの使用周波数帯におけるアンテナ特性の劣化を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】眼鏡型無線通信機の構成の一例を示す上面図である。
【図２】（ａ）は眼鏡型無線通信機の開時における斜視図であり、（ｂ）は眼鏡型無線通
信機の折り畳み時における斜視図である。
【図３】眼鏡型無線通信機の概観図である。
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【図４】眼鏡型無線通信機のＸＹ平面図である。
【図５】眼鏡型無線通信機の構成の一変形例を示す図であり、（ａ）は開時における斜視
図であり、（ｂ）は折り畳み時における斜視図であり、（ｃ）は折り畳み時における上面
図である。
【図６】眼鏡型無線通信機の構成の他の変形例を示す上面図である。
【図７】眼鏡型無線通信機の構成の他の変形例を示す上面図である。
【図８】眼鏡型無線通信機の構成の他の変形例を示す図であり、（ａ）は開時における正
面斜視図であり、（ｂ）は開時における背面斜視図であり、（ｃ）は折り畳み時における
ユーザ側から見た図である。
【図９】従来の無線通信機の構成の一例を示す図であり、（ａ）は開時における斜視図で
あり、（ｂ）は開時における上面図であり、（ｃ）は折り畳み時における斜視図であり、
（ｄ）は折り畳み時における上面図である。
【図１０】従来の眼鏡型無線通信機の構成の一例を示す図であり、（ａ）は、開時におけ
る側面図であり、（ｂ）は開時における上面図であり、（ｃ）は折り畳み時における側面
図であり、（ｄ）は折り畳み時における上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。本発明に係る眼鏡型無線通信機
は、眼鏡の体裁を有し、ユーザの頭部に装着されるものである。また、本発明に係る眼鏡
型無線通信機は、無線通信を行うものであれば、特に限定されず、３Ｄ眼鏡、ヘッドマウ
ントディスプレイ、ヘッドセット、ラジオ受信機、個人識別装置等様々な用途に適用し得
る。
【００３０】
　〔実施形態１〕
　以下、本発明の一実施形態（実施形態１）について、図１から図７を参照して説明すれ
ば、以下のとおりである。
【００３１】
　（眼鏡型無線通信機１の概略）
　まず、図３を参照して、本実施形態に係る眼鏡型無線通信機１の概略について説明する
。図３は、本実施形態における眼鏡型無線通信機１の概観図である。図３に示すように、
眼鏡型無線通信機１は、眼鏡型の形状を有しており、接眼部１１、リム１２、ブリッジ１
３、テンプル１４、モダン１５、智１６、蝶番１７、パッド１８およびクリングス１９な
どを有する。
【００３２】
　接眼部１１は、左右の目の前に配置される光学部材であり、例えば、眼鏡型のレンズで
あり得、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、網膜操作ディスプ
レイなど、画像を表示するためのディスプレイに組み込まれているものであってもよい。
【００３３】
　リム１２は、接眼部１１の周りを囲んで接眼部１１を保持する保持部材である。リム１
２は、必ずしも接眼部１１の周りの全てを保護している必要はなく、接眼部１１の略半分
、または一部のみを保護するものであってもよい。また、眼鏡型無線通信機１は、リム１
２を備えていなくともよい。
【００３４】
　ブリッジ１３は、左右の接眼部１１を連結するための連結部材である。ブリッジ１３は
、リム１２を介して、または介さずに、左右の接眼部１１を所定の位置関係にて連結する
。
【００３５】
　テンプル１４は、耳掛けを含んだ部材であり、ツルとも称される。また、テンプル１４
において、ユーザの耳に接する部分を、モダン１５と称される被覆部材が被覆している場
合もある。
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【００３６】
　智１６は、接眼部１１とテンプル１４とを接続するための接続部材である。智１６は、
接眼部１１の外周に沿った領域に設けられており、リム１２と一体化されていてもよいし
、独立して接眼部に結合していてもよい。
【００３７】
　蝶番１７は、接眼部１１等に対してテンプル１４を折り畳み可能にするための開閉部材
であり、智１６とテンプル１４との間に設けられている。
【００３８】
　パッド１８は、ユーザの鼻に接する部材である。
【００３９】
　クリングス１９は、パッド１８と接眼部１１とを連結する連結部材である。クリングス
１９は、リム１２を介して、または介さずに、パッド１８と接眼部１１とを所定の位置関
係にて連結する。また、眼鏡型無線通信機１は、クリングス１９を備えていなくともよく
、その場合、パッド１８と接眼部１１またはリム１２とは直接結合され得る。
【００４０】
　なお、各部は、例えば、一般の眼鏡と同じ材料で構成してもよいが、これに限定されな
い。例えば、リム１２、ブリッジ１３、及び、テンプル１４の材料としては、例えば、金
属（例えば、チタン、チタン合金、アルミニウム合金、マグネシウム合金、ニッケルクロ
ム合金、及び、ステンレスなど）、プラスチック（例えば、エポキシ樹脂、セルロイド、
アセテート、及び、ポリアミドなど）等を用いることができるが、これに限定されない。
【００４１】
　（眼鏡型無線通信機１の構成）
　次に、眼鏡型無線通信機１の構成について、図１および図２を参照して説明する。図１
は、眼鏡型無線通信機１を折り畳んだ（テンプル１４と接眼部１１とを近接させた）状態
（折り畳み時）の眼鏡型無線通信機１の上面図であり、図２（ａ）は、眼鏡型無線通信機
１を開いた（テンプル１４と接眼部１１とを離した）状態（開時）の眼鏡型無線通信機１
を示す斜視図であり、（ｂ）は、眼鏡型無線通信機１を折り畳み時の眼鏡型無線通信機１
を示す斜視図である。なお、図１および図２において、説明の便宜上、左側のテンプル１
４は省略している。また、図１および図２では、リム１２を含まない構成の眼鏡型無線通
信機について説明するが、本実施形態はこれに限定されず、リム１２を含む構成であって
もよい。
【００４２】
　眼鏡型無線通信機１は、図２に示すように、無線通信を行うためのアンテナ１００とア
ンテナ１１０とを有している。図２に示すように、アンテナ１００は接眼部１１の上部で
あって、接眼部１１の外周に沿った外周領域に配置されている。また、アンテナ１１０は
、テンプル１４に配置されている。智１６や蝶番１７は、金属等の導電体によって構成さ
れ、アンテナ１００およびアンテナ１１０を電気的に接続している。なお、接眼部１１の
外周とは、ユーザの眼に対向する面における外周を指す。なお、智１６や蝶番１７は、ア
ンテナ１００とアンテナ１１０とを電気的に接続していなくてもよい。
【００４３】
　テンプル１４は、図１に示すように折り畳み時、アンテナ１００から離れるように、テ
ンプル１４の智１６側の端部（智１６との接続部分、蝶番１７）から、テンプル１４の智
１６側とは反対側の端部（モダン１５の蝶番１７とは反対側の端部）にかけて、円弧状に
湾曲する形状に形成されている。具体的には、図１に示すように、モダン１５の蝶番１７
とは反対側の端部を端部ａ、テンプル１４の智１６側の端部を端部ｂとし、端部ａと端部
ｂとをつなぐ直線を線分ａｂとするとき、テンプル１４は線分ａｂよりＹ軸正方向に膨ら
むように形成されている。つまり、接眼部１１からユーザ側（Ｙ軸正方向側）に向かって
、膨らむように形成されている。よって、アンテナ１００と線分ａｂとの距離をＤとし、
アンテナ１００とテンプル１４における接眼部１１から最も離れた位置との距離をＦとす
ると、Ｄ＜Ｆが成り立つ。
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【００４４】
　また、眼鏡型無線通信機１の智１６は、図１に示すように厚み（Ｙ軸方向の長さ）がＴ
である。折り畳み時のモダン１５と接眼部１１との距離Ｗは、智１６の厚みにより決定す
るため、Ｗ＝Ｔとなる。なお、智１６の厚みＴは、アンテナ１００と線分ａｂとの距離Ｄ
と同じになるため、Ｔ＝Ｄである。
【００４５】
　（眼鏡型無線通信機１の容量係数）
　次に、眼鏡型無線通信機１の容量係数について、図４を参照して説明を行う。図４は、
図１の眼鏡型無線通信機１におけるＸＹ平面図である。なお、図４において、モダン１５
は説明の便宜上、省略している。
【００４６】
　眼鏡型無線通信機１の電界は、図４の矢印で示すようにテンプル１４の端部では小さく
、テンプル１４の略中央部では、大きくなる。つまり、眼鏡型無線通信機１の電界は一様
ではない。そのため、アンテナ１００とアンテナ１１０との容量係数Ｃを上述した式（１
）で求めることができない。
【００４７】
　よって、図４に示すように、アンテナ１１０（テンプル１４）とアンテナ１００（接眼
部１１）各点との間の平均距離を平均距離Ｄ’とし、この平均距離Ｄ’を求める。
【００４８】
　テンプル１４の形状が、ｙ＝ｆ（ｘ）であるとすると、智１６、テンプル１４およびア
ンテナ１００で囲まれた領域の面積Ｓは、次式で表すことができる。
【００４９】
【数１】

【００５０】
　なお、上記式において、Ｌは、眼鏡型無線通信機１の折り畳み時におけるアンテナ１０
０とアンテナ１１０との重畳部分の長さ（Ｘ軸方向の重畳量）を表す。
【００５１】
　よって、平均距離Ｄ’は、Ｄ’＝Ｓ／Ｌで表すことができる。ここで、アンテナ１００
とアンテナ１１０との容量係数Ｃを小さくするために、平均距離Ｄ’は、距離Ｄより長く
する必要がある。よって、Ｄ’＞Ｄが成り立つ。つまり、眼鏡型無線通信機１は、Ｄ’＞
Ｄが成り立つような形状にテンプル１４を形成すればよい。
【００５２】
　このようにテンプル１４を形成することにより、眼鏡型無線通信機１の折り畳み時にお
ける容量係数Ｃを小さくすることができ、眼鏡型無線通信機１の折り畳み時におけるアン
テナ間の容量結合量を低減することができる。また、アンテナ間の容量結合量を低減する
ことにより、開時より低い周波数または高い周波数へのアンテナ特性のシフト量を小さく
することができる。したがって、眼鏡型無線通信機１の折り畳み時、アンテナ１００およ
びアンテナ１１０の使用周波数帯におけるアンテナ特性の劣化を防ぐことができる。
【００５３】
　なお、アンテナ１００は図２に示すように、接眼部１１の上部に配置されていることを
例に説明を行ったが、アンテナ１００の配置はこれに限定されない。アンテナ１００は、
例えば、接眼部１１の下部に配置されていてもよいし、接眼部１１におけるユーザの眼に
対向する面（レンズ面）上に設けられていてもよい。また、アンテナ１００は、接眼部１
１におけるユーザの眼に対向する面の反対側の面（外側のレンズ面）上に設けられていて
もよい。なお、レンズ面上または外側のレンズ面上にアンテナ１００が配置される場合、
当該アンテナ１００は、透明な導体や半透過性材料等を用いることが好ましい。
また、接眼部１１の外周をリムが囲んでいる場合、アンテナ１００は、接眼部１１とリム
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１２との間に設けられていてもよいし、リム１２の内部または外部に設けられていてもよ
い。このように、本実施形態において、アンテナ１００は、接眼部１１の外周に沿って配
置されていればよく、設置される先の部材および面は特に限定されない。
【００５４】
　また、図１および図２における眼鏡型無線通信機１は、アンテナ１００とアンテナ１１
０とを備えていることを例に説明を行ったが、眼鏡型無線通信機１の構成はこれに限定さ
れない。つまり、アンテナ１００とアンテナ１１０とは、少なくとも一方を備えていれば
よい。このとき、アンテナ１００またはアンテナ１１０が配置されていない側は、金属等
の導電体で形成されることが好ましい。
【００５５】
　つまり、アンテナ１００がリム１２またはレンズ上に配置されている場合、テンプル１
４は、導電体で形成されていることが好ましい。また、アンテナ１１０がテンプル１４に
形成されている場合、眼鏡型無線通信機１は導電体で形成されたリム１２を備えることが
好ましい。このとき、智１６や蝶番１７は、アンテナと導電体とを電気的に接続してもよ
いし、電気的に接続していなくてもよい。
【００５６】
　このように、テンプル１４およびリム１２（接眼部１１の外周）のどちらか一方にアン
テナが備えられ、他方が導電体で形成されることにより、アンテナが配置されていない方
は、アンテナのアンテナグランドとして動作する。このような眼鏡型無線通信機１のアン
テナとアンテナグランドとを近接させた場合、アンテナ特性が劣化してしまう虞があるた
め、上述したようにＤ’＞Ｄを満たすようにテンプル１４を形成することが好ましい。
【００５７】
　これにより、眼鏡型無線通信機１の折り畳み時における容量係数Ｃを小さくすることが
でき、眼鏡型無線通信機１の折り畳み時におけるアンテナ間の容量結合量を低減すること
ができる。また、アンテナ間の容量結合量を低減することにより、開時より低い周波数ま
たは高い周波数へのアンテナ特性のシフト量を小さくすることができる。したがって、眼
鏡型無線通信機１の折り畳み時、アンテナ１００およびアンテナ１１０の使用周波数帯に
おけるアンテナ特性の劣化を防ぐことができる。
【００５８】
　（変形例１）
　上述した図１の眼鏡型無線通信機１は、テンプル１４の部分が円弧状に湾曲しているこ
とを例に説明を行ったが、テンプル１４の形状は、これに限定されず、例えば折れ曲がっ
た形状であってもよい。以下、テンプル１４が折れ曲がった形状の眼鏡型無線通信機５に
ついて、図５を参照して説明を行う。
【００５９】
　図５は、本実施形態に係る眼鏡型無線通信機５の構成を示す図であり、（ａ）は開時に
おける斜視図であり、（ｂ）は折り畳み時における斜視図であり、（ｃ）は折り畳み時に
おける上面図である。なお、接眼部１１、リム１２、ブリッジ１３、モダン１５、智１６
、蝶番１７、パッド１８、及び、クリングス１９といった部材は、図３と同様の構成を有
する。また、図１に示した眼鏡型無線通信機１と同じ機能を有する部材については、同じ
符号を付記し、その説明を省略する。なお、図５において、説明の便宜上、左側のテンプ
ル１４は省略している。また、図５では、リム１２を含まない構成の眼鏡型無線通信機に
ついて説明するが、本実施形態はこれに限定されず、リム１２を含む構成であってもよい
。
【００６０】
　図５に示すように、眼鏡型無線通信機５は、無線通信を行うためのアンテナ１００とア
ンテナ１１０とを有している。アンテナ１００は接眼部１１の上部であって、接眼部１１
の外周に沿った外周領域に配置されている。また、アンテナ１１０は、テンプル１４’に
配置されている。智１６は、金属等の導電体によって構成され、アンテナ１００およびア
ンテナ１１０を電気的に接続している。なお、智１６や蝶番１７は、アンテナ１００とア
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ンテナ１１０とを電気的に接続していなくてもよい。
【００６１】
　テンプル１４’は、図５（ｃ）に示すように折り畳み時、アンテナ１００から離れるよ
うに、テンプル１４’の智１６側の端部（智１６との接続部分、蝶番１７）から、テンプ
ル１４’の智１６側とは反対側の端部（モダン１５の蝶番１７とは反対側の端部）にかけ
て、折れ曲がった形状に形成されている。具体的には、モダン１５の蝶番１７とは反対側
の端部を端部ａ、テンプル１４’の智１６側の端部を端部ｂとし、端部ａと端部ｂとをつ
なぐ直線を線分ａｂとするとき、テンプル１４’は線分ａｂよりＹ軸正方向に山ができる
ように折れ曲がって形成されている。よって、アンテナ１００と線分ａｂとの距離をＤと
し、接眼部１１とテンプル１４’におけるアンテナ１００から最も離れた位置との距離を
Ｆとすると、Ｄ＜Ｆが成り立つ。
【００６２】
　このようにテンプル１４’を形成することにより、眼鏡型無線通信機５の折り畳み時に
おける容量係数Ｃを小さくすることができ、眼鏡型無線通信機５の折り畳み時におけるア
ンテナ間の容量結合量を低減することができる。また、アンテナ間の容量結合量を低減す
ることにより、開時より低い周波数または高い周波数へのアンテナ特性のシフト量を小さ
くすることができる。したがって、眼鏡型無線通信機５の折り畳み時、アンテナ１００お
よびアンテナ１１０の使用周波数帯におけるアンテナ特性の劣化を防ぐことができる。
【００６３】
　なお、テンプル１４およびテンプル１４’の形状は、図１のような円弧状や図５のよう
な折れ曲がった形に限定されず、アンテナ１００（接眼部１１の外周）と離れる方向に湾
曲した形状であれば、どのような形状でもよい。
【００６４】
　（変形例２）
　上述した図１の眼鏡型無線通信機１は、折り畳み時のモダン１５とアンテナ１００との
距離Ｗが、智１６の厚みＴと同じであることを例に説明を行ったが、モダン１５とアンテ
ナ１００との距離はこれに限定されない。モダン１５とアンテナ１００との距離Ｗは、智
１６の厚みＴより小さくてもよい（Ｗ＜Ｔ）。
【００６５】
　図６は、折り畳み時における眼鏡型無線通信機６の構成を示す上面図である。なお、接
眼部１１、リム１２、ブリッジ１３、テンプル１４、モダン１５、智１６、蝶番１７、パ
ッド１８、及び、クリングス１９といった部材は、図３と同様の構成を有する。また、図
１に示した眼鏡型無線通信機１と同じ機能を有する部材については、同じ符号を付記し、
その説明を省略する。また、図６において、説明の便宜上、左側のテンプル１４は省略し
ている。
【００６６】
　図６に示すように、眼鏡型無線通信機６は、無線通信を行うためのアンテナ１００とア
ンテナ１１０とを有している。アンテナ１００は接眼部１１の上部であって、接眼部１１
の外周に沿った外周領域に配置されている。また、アンテナ１１０は、テンプル１４に配
置されている。智１６は、金属等の導電体によって構成され、アンテナ１００およびアン
テナ１１０を電気的に接続している。なお、智１６や蝶番１７は、アンテナ１００とアン
テナ１１０とを電気的に接続していなくてもよい。
【００６７】
　テンプル１４は、図６に示すように折り畳み時、アンテナ１００から離れるように円弧
状に湾曲する形状に形成されている。テンプル１４の智１６側の端部ｂを通り、アンテナ
１００と平行な直線を直線ａｂとするとき、テンプル１４は直線ａｂよりＹ軸正方向に膨
らむように形成されている。つまり、アンテナ１００と直線ａｂとの距離をＤとし、アン
テナ１００とテンプル１４における接眼部１１から最も離れた位置との距離をＦとすると
、Ｄ＜Ｆが成り立つ。なお、距離Ｄは、智１６の厚みＴと等しいため、Ｄ＝Ｔが成り立つ
。
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【００６８】
　また、モダン１５の智１６側とは反対側の端部は、智１６の厚みよりアンテナ１００側
に近くなるように形成されている。具体的には、折り畳み時のモダン１５とアンテナ１０
０との距離をＷとするとき、Ｗ＜Ｔを満たすように形成されている。
【００６９】
　ここで、アンテナ１００とアンテナ１１０との距離、つまり、接眼部１１の外周領域の
各点とテンプル１４との間の平均距離をＤ’とすると、図４を用いて説明したとおり、平
均距離Ｄ’は、Ｄ’＝Ｓ／Ｌで表すことができる。ここで、Ｓは図４に示すように、智１
６、テンプル１４およびアンテナ１００で囲まれた領域の面積であり、Ｌは、眼鏡型無線
通信機６の折り畳み時におけるアンテナ１００とアンテナ１１０との重畳部分の長さ（Ｘ
軸方向の重畳量）である。
【００７０】
　アンテナ１００とアンテナ１１０との容量係数Ｃを小さくするために、平均距離Ｄ’は
、距離Ｄより長くする必要がある。よって、Ｄ’＞Ｄが成り立つ。つまり、眼鏡型無線通
信機６は、Ｄ’＞Ｄが成り立つような形状にテンプル１４を形成すればよい。
【００７１】
　このように、モダン１５（テンプル１４）とアンテナ１００との距離が智１６の厚みよ
り小さくなるように構成された眼鏡型無線通信機６であっても、アンテナ１００とテンプ
ル１４との距離の平均距離が、テンプル１４の智１６側の端部から接眼部１１までの距離
（智１６の厚さ）より長くなるようにテンプル１４を形成することにより、眼鏡型無線通
信機６の折り畳み時における容量係数Ｃを小さくすることができる。よって、眼鏡型無線
通信機６の折り畳み時、アンテナ１００およびアンテナ１１０の使用周波数帯におけるア
ンテナ特性の劣化を防ぐことができる。
【００７２】
　（変形例３）
　上述した図６の眼鏡型無線通信機６は、折り畳み時のモダン１５とアンテナ１００との
距離Ｗが、智１６の厚みＴより小さいことを例に説明を行ったが、モダン１５とアンテナ
１００との距離Ｗは、智１６の厚みＴより長くてもよい（Ｗ＞Ｔ）。
【００７３】
　図７は、折り畳み時における眼鏡型無線通信機７の構成を示す上面図である。なお、接
眼部１１、リム１２、ブリッジ１３、テンプル１４、モダン１５、智１６、蝶番１７、パ
ッド１８、及び、クリングス１９といった部材は、図３と同様の構成を有する。また、図
１から図３に示した眼鏡型無線通信機１と同じ機能を有する部材については、同じ符号を
付記し、その説明を省略する。また、図７において、説明の便宜上、左側のテンプル１４
は省略している。
【００７４】
　図７に示すように、眼鏡型無線通信機７は、無線通信を行うためのアンテナ１００とア
ンテナ１１０とを有している。アンテナ１００は接眼部１１の上部であって、接眼部１１
の外周に沿った外周領域に配置されている。また、アンテナ１１０は、テンプル１４に配
置されている。智１６は、金属等の導電体によって構成され、アンテナ１００およびアン
テナ１１０を電気的に接続している。なお、智１６や蝶番１７は、アンテナ１００とアン
テナ１１０とを電気的に接続していなくてもよい。
【００７５】
　テンプル１４は、図７に示すように折り畳み時、アンテナ１００から離れるように円弧
状に湾曲する形状に形成されている。テンプル１４の智１６側の端部ｂを通り、アンテナ
１００と平行な直線を直線ａｂとするとき、テンプル１４は直線ａｂよりＹ軸正方向に膨
らむように形成されている。つまり、アンテナ１００と直線ａｂとの距離をＤとし、アン
テナ１００とテンプル１４における接眼部１１から最も離れた位置との距離をＦとすると
、Ｄ＜Ｆが成り立つ。なお、距離Ｄは、智１６の厚みＴと等しいため、Ｄ＝Ｔが成り立つ
。
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【００７６】
　また、モダン１５の智１６側とは反対側の端部は、智１６の厚みより接眼部１１側から
離れるように形成されている。具体的には、折り畳み時のモダン１５と接眼部１１との距
離をＷとするとき、Ｗ＞Ｔを満たすように形成されている。
【００７７】
　ここで、アンテナ１００とアンテナ１１０との距離、つまり、接眼部１１の外周領域の
各点とテンプル１４との間の平均距離をＤ’とすると、図４を用いて説明したとおり、平
均距離Ｄ’は、Ｄ’＝Ｓ／Ｌで表すことができる。ここで、Ｓは図４に示すように、智１
６、テンプル１４およびアンテナ１００で囲まれた領域の面積であり、Ｌは、眼鏡型無線
通信機７の折り畳み時におけるアンテナ１００とアンテナ１１０との重畳部分の長さ（Ｘ
軸方向の重畳量）である。
【００７８】
　図７に示すように、形成された眼鏡型無線通信機７において、平均距離Ｄ’は、距離Ｄ
より長くなる。つまり、Ｄ’＞Ｄが成り立つ。このように、モダン１５（テンプル１４）
とアンテナ１００との距離が智１６の厚みより長くなるように構成された眼鏡型無線通信
機７は、アンテナ１００とテンプル１４との距離の平均距離が、テンプル１４の智１６側
の端部（蝶番１７）から接眼部１１までの距離（智１６の厚さ）より長くなるようにテン
プル１４が形成されているため、眼鏡型無線通信機７の折り畳み時における容量係数Ｃを
小さくすることができる。よって、眼鏡型無線通信機７の折り畳み時、アンテナ１００お
よびアンテナ１１０の使用周波数帯におけるアンテナ特性の劣化を防ぐことができる。
【００７９】
　以上のように、本実施形態に係る眼鏡型無線通信機は、ユーザの頭部に装着される眼鏡
型無線通信機であって、左右の接眼部１１、ユーザの耳に掛着されるテンプル１４、無線
通信を行うためのアンテナ１００または１１０、および、接眼部１１とテンプル１４とを
折り畳むための蝶番１７を備えている。ここで、蝶番１７とは、テンプル１４の智１６側
の端部にあり、接眼部１１とテンプル１４とを折り畳むための機構である。蝶番１７は、
導体で形成することで智１６とテンプル１４を電気的に接続することも可能である。接眼
部１１の外周に沿った外周領域（例えば、リム１２）、および、テンプル１４には、共に
アンテナが配置されている（アンテナ１００およびアンテナ１１０が配置されている）か
、または接眼部１１の外周に沿った外周領域およびテンプル１４の一方にはアンテナ（ア
ンテナ１００またはアンテナ１１０）が配置されており、他方には導電体が配置されてい
る。テンプル１４は、接眼部１１とテンプル１４とが折り畳まれた状態において、外周領
域に配置されたアンテナ１００または導電体から離れる方向に湾曲する形状を有している
。
【００８０】
　眼鏡型無線通信機は、アンテナを備え、接眼部１１の外周に沿った外周領域およびテン
プル１４に当該アンテナまたは導電体が配置されているため、接眼部１１とテンプル１４
とが折り畳まれた状態で、無線通信を行うと、接眼部１１の外周に沿った外周領域に配置
されたアンテナ１００または導電体とテンプル１４とが干渉しあい、容量結合する。
【００８１】
　しかし、上記構成によれば、テンプル１４は、外周領域から離れるように湾曲する形状
に形成されているため、湾曲していない場合と比べ、テンプル１４と外周領域との距離を
長くすることができる。そのため、容量結合量を小さくすることができ、接眼部１１とテ
ンプル１４とを離した状態（折り畳まれていない状態）より低い周波数または高い周波数
へのアンテナ特性のシフト量を小さくすることができる。したがって、接眼部１１とテン
プル１４とが折り畳まれた状態において、当該眼鏡型無線通信機のアンテナの使用周波数
帯におけるアンテナ特性の劣化を防ぐことができる。
【００８２】
　なお、本明細書において、湾曲とは、弓形に曲がることを指し、曲線状であっても、折
線状であってもよい。
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【００８３】
　また、本実施形態に係る眼鏡型無線通信機は、テンプル１４と、外周領域に配置された
アンテナ１００または前記導電体の各点との間の平均距離（平均距離Ｄ’）の方が、蝶番
１７（テンプル１４の智１６側の端部）と、前記外周領域に配置されたアンテナ１００ま
たは前記導電体との間の距離Ｄよりも長い（Ｄ’＞Ｄ）ことが好ましい。
【００８４】
　上記構成によれば、テンプル１４と外周領域に配置されたアンテナ１００または導電体
の各点との間の平均距離が、蝶番１７と外周領域に配置されたアンテナ１００または導電
体との間の距離と同じ距離になるように、テンプル１４が配置されている場合（つまり、
Ｄ’＝Ｄとなるようにテンプル１４が配置されている場合）に比べ、テンプル１４と外周
領域に配置されたアンテナ１００または導電体との容量結合量を、小さくすることができ
る。よって、接眼部１１とテンプルとが折り畳まれた状態において、当該眼鏡型無線通信
機のアンテナの使用周波数帯におけるアンテナ特性の劣化をより好適に防ぐことができる
。
【００８５】
　また、テンプル１４は、接眼部１１とテンプル１４とが折り畳まれた状態において、接
眼部１１から前記ユーザに向かう方向に湾曲する形状を有していることが好ましい。
【００８６】
　上記構成によれば、接眼部１１とテンプル１４とが折り畳まれた状態において、テンプ
ル１４と接眼部１１の外周に沿った外周領域に配置されたアンテナ１００または導電体と
の距離を長くすることができる。よって、接眼部１１とテンプル１４とが折り畳まれた状
態において、テンプル１４と外周領域に配置されたアンテナ１００または導電体との容量
結合量を小さくすることができ、当該眼鏡型無線通信機のアンテナの使用周波数帯におけ
るアンテナ特性の劣化をより好適に防ぐことができる。
【００８７】
　また、折り畳み時において、図７の眼鏡型無線通信機７のように蝶番１７と、アンテナ
１００との間の距離Ｄの方が、テンプル１４の蝶番１７とは反対側の端部（図１において
は、端部ａ）と、アンテナ１００との間の距離Ｗよりも短くてもよいし、図１の眼鏡型無
線通信機１のように、同じであってもよいし、図６の眼鏡型無線通信機６のように長くて
もよい。
【００８８】
　このように、テンプル１４の蝶番１７とは反対側の端部がどのような位置に形成されて
いても、外周領域に配置されたアンテナ１００から離れる方向に湾曲する形状を有するよ
うにテンプル１４を形成することにより、より好適にアンテナ特性の劣化を防ぐことがで
きる。
【００８９】
　〔実施形態２〕
　実施形態１では、テンプル１４が、折り畳み時、アンテナ１００からユーザ側に向かっ
て形成されていることについて説明を行ったが、本発明における眼鏡型無線通信機はこれ
に限定されない。例えば、テンプル１４は、図１におけるＺ軸方向に向かって形成されて
いてもよい。
【００９０】
　以下、本発明の他の実施形態（実施形態２）について、図８を参照して説明すれば、以
下のとおりである。なお、説明の便宜上、前記実施形態１にて説明した図面と同じ機能を
有する部材については、同じ符号を付記し、その説明を省略する。なお、本実施形態にお
いて、接眼部１１、リム１２、ブリッジ１３、テンプル１４、モダン１５、智１６、蝶番
１７、パッド１８、及び、クリングス１９といった部材は、実施形態１と同様の構成を有
する。
【００９１】
　（眼鏡型無線通信機８の構成）
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　次に、眼鏡型無線通信機８の構成について、図８を参照して説明する。図８（ａ）は、
眼鏡型無線通信機８を開いた（テンプル１４と接眼部１１とを離した）状態（開時）の眼
鏡型無線通信機８の正面斜視図である。また、図８（ｂ）は、開時の眼鏡型無線通信機を
（ａ）とは反対側（Ｙ軸正方向）、つまり、ユーザ側から見たときの斜視図である。また
、図８（ｃ）は、眼鏡型無線通信機８を折り畳んだ（テンプル１４と接眼部１１とを近接
させた）状態（折り畳み時）の眼鏡型無線通信機８をユーザ側（Ｙ軸正方向）から見たと
きの正面図である。なお、図８において、説明の便宜上、一方のテンプル１４は省略して
いる。また、図８では、リム１２が接眼部１１の上部に含まれる構成の眼鏡型無線通信機
について説明するが、本実施形態はこれに限定されず、接眼部１１の外周にリム１２を含
む構成であってもよいし、リム１２を含まない構成であってもよい。
【００９２】
　眼鏡型無線通信機８は、図８に示すように、無線通信を行うためのアンテナ１００とア
ンテナ１１０とを有している。図８に示すように、アンテナ１００は接眼部１１の上部の
リム１２に配置されている。また、アンテナ１１０は、テンプル１４に配置されている。
智１６は、金属等の導電体によって構成され、アンテナ１００およびアンテナ１１０を電
気的に接続している。なお、智１６や蝶番１７は、アンテナ１００とアンテナ１１０とを
電気的に接続していなくてもよい。
【００９３】
　テンプル１４は、図８（ｃ）に示すように折り畳み時、アンテナ１００から離れるよう
に、テンプル１４の智１６側の端部（智１６との接続部分、蝶番１７）から、テンプル１
４の智１６側とは反対側の端部（モダン１５の蝶番１７とは反対側の端部）にかけて、円
弧状に湾曲する形状に形成されている。具体的には、テンプル１４と智１６との接続部（
テンプル１４の智１６側の端部）とアンテナ１００との距離をＤとし、アンテナ１００と
テンプル１４におけるアンテナ１００から最も離れた位置との距離をＦとすると、図８に
示すように、Ｄ＜Ｆが成り立つように形成されている。
【００９４】
　ここで、アンテナ１００とアンテナ１１０との距離、つまり、接眼部１１の外周領域の
各点とテンプル１４と間の平均距離をＤ’とすると、図４を用いて説明したとおり、平均
距離Ｄ’は、Ｄ’＝Ｓ／Ｌで表すことができる。ここで、Ｓは智１６、テンプル１４およ
びアンテナ１００で囲まれた領域の面積であり、Ｌは、眼鏡型無線通信機８の折り畳み時
におけるアンテナ１００とアンテナ１１０との重畳部分の長さ（Ｚ軸方向の重畳量）であ
る。
【００９５】
　アンテナ１００とアンテナ１１０との容量係数Ｃを小さくするために、平均距離Ｄ’は
、距離Ｄより長くする必要がある。よって、Ｄ’＞Ｄが成り立つ。つまり、眼鏡型無線通
信機８は、Ｄ’＞Ｄが成り立つような形状にテンプル１４を形成すればよい。
【００９６】
　また、本実施形態において、テンプル１４は、折り畳み時、アンテナ１００から接眼部
１１の下方向（Ｚ軸正方向）に向かって形成されていることを例に説明を行ったが、これ
に限定されない。テンプル１４は、折り畳み時、アンテナ１００から接眼部１１の上方向
（Ｚ軸負方向）に向かって形成されていてもよい。また、例えば、接眼部１１の下部にリ
ム１２を含んだ眼鏡型無線通信機であって、アンテナ１００が当該リム１２に配置されて
いる場合、テンプル１４は、折り畳み時、アンテナ１００から接眼部１１の上方向（Ｚ軸
負方向）に向かって形成されていてもよいし、下方向（Ｚ軸正方向）に向かって形成され
ていてもよい。
【００９７】
　ただし、テンプル１４は、アンテナ１００がアンテナまたは導電体が配置されていない
領域（図８の場合、接眼部１１の下側）に向かう方向（図８の場合、Ｚ軸正方向）に向か
って形成されるほうが、アンテナ特性のシフト量をより小さくすることができる。
【００９８】
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　このように、本実施形態に係る眼鏡型無線通信機８における接眼部１１の外周領域（リ
ム１２）には、アンテナ１００または導電体が配置されていない領域があり、テンプル１
４は、接眼部１１とテンプル１４とが折り畳まれた状態において、リム１２におけるアン
テナ１００または前記導電体が配置されている領域から、アンテナ１００または前記導電
体が配置されていない領域に向かう方向（図８の場合、Ｚ軸正方向）に湾曲する形状を有
していてもよい。
【００９９】
　よって、眼鏡型無線通信機８の折り畳み時における容量係数Ｃを小さくすることができ
る。よって、眼鏡型無線通信機８の折り畳み時、アンテナ１００およびアンテナ１１０の
使用周波数帯におけるアンテナ特性の劣化を好適に防ぐことができる。
【０１００】
　なお、本実施形態では、リム１２の上側にアンテナ１００が配置されている場合、折り
畳み時において、テンプル１４は、Ｚ軸正方向に湾曲する形状湾曲するように形成されて
いることを例に説明を行ったが、テンプル１４はこれに限定されない。例えば、テンプル
１４は、Ｚ軸正方向からユーザ側（Ｙ軸正方向）に傾斜するように形成されてもよい。つ
まり、テンプル１４は、折り畳み時において、外周領域における前記アンテナまたは前記
導電体が配置されている領域から、離れる方向に形成されていればよい。これにより、当
該眼鏡型無線通信機８のアンテナの使用周波数帯におけるアンテナ特性の劣化を好適に防
ぐことができる。
【０１０１】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１０２】
　本発明は、３次元眼鏡、ゲーム用眼鏡、ヘッドマウントディスプレイ、ヘッドセット、
ラジオ受信機、個人識別装置等の製造分野において利用することができる。
【符号の説明】
【０１０３】
　１、５、６、７、８　　眼鏡型無線通信機
　１１　　　　　　　　　接眼部
　１２　　　　　　　　　リム
　１３　　　　　　　　　ブリッジ
　１４、１４’　　　　　テンプル
　１５　　　　　　　　　モダン
　１６　　　　　　　　　智
　１７　　　　　　　　　蝶番
　１８　　　　　　　　　パッド
　１９　　　　　　　　　クリングス
　１００　　　　　　　　アンテナ
　１１０　　　　　　　　アンテナ
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